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赤穂市環境基本計画進行管理等支援業務に係るプロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

本委託業務（以下、「本業務」という。）は、赤穂市における環境基本計画進行管理等

の支援を目的に、以下の業務を委託するものである。 

（１）環境基本計画の推進に向けた取り組みの進行管理支援 

   環境基本計画の各種取組（温室効果ガス削減に向けての取組などを含む。）につい

て評価、施策の推進の助言を行う。 

また、市民への情報提供等を行うための支援等を行う。 

（２）赤穂市域の温室効果ガス排出量の算出と分析 

「地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアル(算定手法編)(令和５年

３月環境省大臣官房地域政策課）」に基づき、市域の温室効果ガス排出量の算出を行

い、増減の要因分析を行う。 

 

２ 一般事項 

（１）委託業務名 

赤穂市環境基本計画進行管理等支援業務 

（２）選定方法及び契約方法 

本業務は、事業者からの提案を広く公募し、提案内容を評価するプロポーザル方式 

によって受託候補者を特定します。また、受託候補者と仕様書等について協議を行な

い、協議が整った時点で当該事業者と随意契約を締結します。 

（３）委託業務内容等 

別紙「赤穂市環境基本計画進行管理等支援業務委託仕様書」のとおり 

（４）提案上限額 

４４０，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

本金額は本プロポーザルのために設定した提案規模の限度額であり、契約金額では

ありません。また、提案価格（見積額）が上記金額を超過する場合は受け付けません。 

（５）契約期間 

契約締結日の翌日から令和８年３月３１日（火）まで 

（６）企画提案スケジュール 

実施内容 実施期間 

募集通知（ホームページ掲載） 令和７年４月１８日（金） 

参加申込書受付期間 令和７年４月１８日（金）～５月９日（金） 

参加資格確認結果通知 令和７年５月１６日（金） 

企画提案書提出期限 令和７年５月３０日（金）午後５時必着 

質問受付期間 令和７年４月１８日（金）～２５日（金） 

質問回答日 令和７年４月３０日（水） 

選定結果通知予定日 令和７年６月中旬 

契約締結予定日 令和７年６月下旬 

（７）実施要領等の配布期間及び配布場所 

ア 配布期間 
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  令和７年４月１８日（金）から令和７年５月９日（金）まで 

イ 配布場所 

 「３ 応募要領（６）提出先・問い合わせ先」の担当部署に同じ 

※赤穂市ホームページからもダウンロードできます。 

 

３ 応募要領 

（１）参加資格 

本業務について十分な業務思考能力を有し、適正な執行体制を有すること及び本市

の指示に柔軟に対応できる者とし、次に掲げる要件を全て満たしていることとします。 

ア 公告日から契約締結日までの間、赤穂市から指名停止を受けていないこと 

イ 参加申込において、提出された書類の記載事項に虚偽がないこと 

ウ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に規定する入札参

加者の資格制限に該当しないこと 

エ 国税及び地方税に滞納がないこと 

オ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て及   

び民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなさ

れていないこと。ただし、それぞれの申立てがなされた者であっても、公告日の前

日までに裁判所から更生又は再生計画の認可決定を受けた者はこの限りでない。 

カ 暴力団（赤穂市暴力団排除条例（平成２４年赤穂市条例第１１号）第２条第１号

に規定する暴力団をいう。）又は暴力団員（赤穂市暴力団排除条例第２条第２号に規

定する暴力団員をいう。）若しくは暴力団密接関係者（赤穂市暴力団排除条例第２条

第３号に規定する暴力団密接関係者をいう。）でないこと 

（２）参加申込 

ア 提出期限 令和７年５月９日（金）午後５時まで 

イ 提出方法 持参もしくは郵送（持参の場合、土日・祝日や執務時間外は受付でき

ません。また、郵送の場合、提出期限必着とします。） 

ウ 提出書類及び部数 

 次の（ア）～（ケ）の書類を作成し、各１部を提出してください。 

（（エ）、（オ）、（カ）及び（キ）については、提出日の３ヶ月前の日以降に発行され 

たものとし、写しでも可とします。） 

（ア）参加申込書（様式１） 

  （イ）業務実績調書（様式２） 

  （ウ）財務諸表類（様式任意）（直前１事業年度分） 

     貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書。個人の場合は、所得税確定申

告書・決算書で代用可 

  （エ）納税証明書（赤穂市税、兵庫県税、国税の完納証明書等） 

     赤穂市税の完納証明書又は滞納なし証明書（本社又は受任者の所在地が赤穂市 

内の場合のみ）、兵庫県税の未納若しくは滞納がないことを証明したもの（納税証 

明書(2)又は(3)）（本社又は受任者の所在地が兵庫県内の場合のみ）、国税の納税 

証明書は（その３の３）（個人の場合は（その３の２））とし、電子納税証明書の提 

出も可 

  （オ）履歴事項全部証明書（商業登記簿謄本）（法人の場合） 
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  （カ）代表者の住民票の写し（個人の場合） 

  （キ）印鑑証明書 

  （ク）委任状（様式３）（契約締結等に関する権限を支店長、営業所長等に委任する 

場合） 

  （ケ）役員等調書及び照会承諾書（様式４） 

エ 提出先  「（６）提出先・問い合わせ先」の担当部署に同じ 

（３）プロポーザル参加資格の確認 

   提出された参加申込書をもとに参加資格の確認を行います。 

  ア 参加資格確認結果の通知（令和７年５月１６日（金）） 

    参加申込者全員に参加資格確認結果通知書（様式５）により通知します。 

  イ 参加資格確認結果の公表 

    参加資格確認結果については、本業務委託契約締結時に公表の対象となります。 

  ウ 参加申込者が１者のみ又はいない場合の取扱い 

   ・参加申込者が１者の場合は当該１者について、参加資格の確認を行います。 

   ・参加申込者がいない場合は、本件プロポーザルを取りやめます。 

（４）企画提案書の提出 

ア 提出期限 令和７年５月３０日（金）午後５時まで 

イ 提出方法 持参もしくは郵送（持参の場合、土日・祝日や執務時間外は受付でき

ません。また、郵送の場合、提出期限必着とします。） 

ウ 提出書類および部数 

  次の（ア）～（オ）の書類を作成し、提出してください。 

（ア）企画提案書（様式６）    正本１部 副本５部 

（イ）会社概要書（任意様式、既存のものやパンフレットでも可） 

  正本１部 副本５部 

（ウ）業務実施体制調書（様式７） 正本１部 副本５部 

（エ）業務工程表（任意様式）   正本１部 副本５部 

（オ）見積書及び見積書積算内訳書（任意様式、別封筒） 正本１部 

 エ 企画提案書の記載内容 

（ア） 環境基本計画及び地球温暖化対策地方公共団体実行計画に関する基本的な考え 

  方 

  （イ）赤穂市の環境の現状（温室効果ガスの発生状況含む）に関する認識 

  （ウ）計画の進行管理に関する提案及び支援方法 

  （エ）赤穂市職員・市内事業者・市民等への情報提供等の取組内容 

オ 提出先  「（６）提出先・問い合わせ先」の担当部署に同じ 

カ その他 

・提案は、一応募者一提案とします。 

・各様式の用紙の大きさはＡ４判とします。企画提案書の記載内容に関する資料は

Ａ４またはＡ３判（片面印刷）とし、ホッチキス等で綴じないでダブルクリップ

等で左端を留めてください。（Ａ３判は折り込み） 

・各様式記載欄の大きさ等については、記載量に応じて適宜変更できるものとしま

すが、様式の記載事項は改変できません。 

・提出された書類の著作権は、参加者に帰属するものとしますが、本プロポーザル
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に係る手続きに必要な範囲において、書類の複製、記録及び保存を行います。 

（５）質問受付及び回答 

   本プロポーザルの実施にあたって質問がある場合は、質問書（様式８）を提出して

ください。ただし、質問の内容によって業者選定に公平性が保てないと判断した場合

には、回答しないことがあります。 

  ア 提出期限 令和７年４月２５日（金）午後３時まで 

  イ 提出方法 質問書を電子メールにて提出 

  ウ 回答方法 提出された質問に対する回答は、令和７年４月３０日（水）午後５時 

までに、参加者全員に電子メールでお知らせします。 

エ 提出先  「（６）提出先・問い合わせ先」の担当部署に同じ 

（６）提出先・問い合わせ先 

〒６７８－０２９２ 赤穂市加里屋８１番地 （赤穂市役所２階） 

赤穂市市民部環境課  

電話：０７９１－４３－６８２１（直通） 

FAX ：０７９１－４３－６８９２ 

電子メール：kankyo@city.ako.lg.jp 

（７）参加辞退に関する手続き 

   本プロポーザルへの参加を辞退する場合は、令和７年５月９日（金）午後５時まで

に電子メール等で連絡をお願いします。 

なお、いずれの連絡方法であっても、辞退届（様式９）の原本を郵送等にて提出して

ください。 

 

４ 審査及び選定 

（１）審査方法 

   審査は、企画提案書の書類審査のみとし、プレゼンテーション審査は実施しません。 

見積額及び提出書類の確認により審査を行います。 

   選考については、プロポーザルコンペ方式とします。企画提案書の審査は、市職員

で構成する審査委員会を設置し、各審査委員が提案者から提出された企画提案書をも

とに審査し、審査項目ごとの評価点数の合計点数により競う総合評価により審査しま

す。 

 ア 審査項目 

（ア） 過去の業務実績（１０点） 

   ・本業務と同様の業務実績があるか。 

（イ） 業務実施体制と業務工程表（２０点） 

・予定責任者・担当者の経験、能力はあるか。 

   ・担当者の人数及び業務実施スケジュールは適正か。 

（ウ） 企画提案書に対する評価（６０点） 

  ・環境基本計画、地球温暖化対策地方公共団体実行計画、関係法令や社会的背景

などを理解し、国の最新の動向を踏まえた提案となっているか。 

・赤穂市の環境の現状（温室効果ガスの発生状況含む）を把握した提案となって 

いるか。 

・今後予想される課題等の把握が期待できるか。 
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・赤穂市職員・市内事業者・市民等への情報提供等を行うための支援について、 

創意工夫がみられるか。 

・計画の進行管理に関する提案及び支援方法として、積極的な取組が期待でき、 

適切な進行管理ができる内容か。 

・企画提案書がわかりやすく、実現性があるか。 

（エ） 見積額（１０点） 

・最低提案額と比較して妥当か。 

 イ 受託候補者の特定 

   審査委員会における評価が最も高い者を市長が本業務の受託候補者として特定し 

ます。ただし、最も高い総合点数が複数ある場合には、審査委員会の議決により特定 

します。 

  ウ 審査結果の通知 

審査結果は、企画提案者全員に審査結果通知書（様式１０）により通知します。 

なお、特定者に対する採用通知は、審査の結果、受託候補者として特定された事実 

を通知するものであり、業務の受注者として決定したものではありません。通知後、

赤穂市と受託候補者との間で契約締結に向けた協議を行います。 

エ 不採用理由に関する事項 

（ア）審査結果通知書（様式１０）により不採用通知を受けた者は、通知をした日の翌

日から起算して７日以内に書面（様式任意）により、市長に対して不採用理由の説

明を求めることができます。 

（イ）（ア）の回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して１０日以

内に書面によって行います。 

（ウ）不採用理由の説明請求の受付場所等は次のとおりです。 

受付場所 「３ 応募要領（６）提出先・問い合わせ先」の担当部署に同じ 

受付時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

受付方法 持参又は電子メール 

  オ 審査結果の公表 

審査結果については、契約締結後に公表の対象となります。 

  カ 企画提案者が１者のみ又は参加申込があったが、辞退し、企画提案者がいない場 

合の取り扱い 

   ・企画提案者がいない場合は、本件プロポーザルを取りやめます。 

・企画提案者が１者のみの場合は、当該１者について、審査委員会において受託候

補者としての適否を審査します。 

 

５ 契約の締結 

（１） 本業務の契約は、審査委員会を経て市長が特定した受託候補者と業務内容について 

協議等を行って仕様書の内容を確定した後に、契約を締結するものとします。 

（２） 仕様書の確定に際しては、提案された内容が基本となりますが、受託候補者と赤穂 

市との協議により、必要に応じて内容を変更した上で契約を締結するため、契約額が

企画提案時に提出した見積書の額と同額になるとは限りません。 

 

６ その他の留意事項 
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（１）次のいずれかに該当する場合は、本プロポーザルへの参加を無効とします。 

ア  提出期限、提出先、提出方法に適合していない場合 

イ  提出書類に虚偽の記載があった場合 

ウ  見積上限額を超えた見積書を提出した場合 

エ  評価及び審査の公平性を害する行為や信義に反する行為があったと市長が認め

た場合 

オ  実施要領の内容に違反すると市長が認めた場合 

カ  その他市の指示に違反する場合 

（２）参加申込書を提出しなかった場合又は参加資格がない旨の通知を受けた場合は、企 

画提案書を提出できないものとします。 

（３） 参加申込書及び企画提案書の作成及び提出等に要する費用等は、全て参加申込者又 

は企画提案者の負担とします。 

（４） 提出書類は返却しません。 

（５） 提出書類の内容に含まれる著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日 

本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法又は維持

管理手法等を用いた結果生じた事象に係る責任は、全て参加申込者又は企画提案者が

負うものとします。 

（６） 提出期限以降における提出書類の差替及び再提出は認めません。 

（７） 提出書類は、赤穂市情報公開条例（平成１７年赤穂市条例第２号）に基づく情報公 

開請求の対象となります。ただし、受注者以外から提出された企画提案書は対象外と

します。 

（８） 参加申込者又は企画提案者及びその関係者は、審査委員会の委員に接触することを 

禁止し、接触の事実が認められた場合には、失格とすることがあります。 

（９） 審査の経緯及び内容についてはいかなる問合せにも応じないものとします。また、 

審査結果についての異議申立ては一切受け付けません。 

（１０）受注者の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合は、赤穂市は 

契約を解除できるものとします。この場合、市に生じた損害は受注者が賠償するもの

とします。 

（１１）参加申込者又は企画提案者は、参加申込書の提出をもって、実施要領等の記載内 

容に同意したものとします。 


